


◎相続(遺言）によって不動産の所有権を取得した相続人は、
その所有権の取得を知った日から３年以内に相続登記の
申請をしなければなりません。

◎正当な理由なく義務に違反した場合は
過料が科される可能性があります。

◎令和６年３月３１日までに発生した相続についても適用されます。

法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局に必要な書類（戸籍
など）を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰
であるのかを証明する制度です。

（法務省HPリンク）

詳しくはお近くの法務局へおたずねください

宮崎地方法務局 〒880-8513 宮崎市別府町１番１号 TEL0985-22-5124

相続登記が以下のとおり義務化されます。

法務局からのお知らせ
法律が改正され、令和６年４月１日から相続登記が義務化されます。
法務局では、相続登記を促進するため、遺言書保管制度や法定相続情

報証明制度など各種制度の運用を開始しています。

相続による争いを防ぎ、相続開始後は、相続人の方々
が相続手続をスムーズに進めることができます。

不動産登記推進
イメージキャラクター
「トウキツネ」

遺言書ほかんガルー

（法務省HPリンク）

◎簡単 家庭裁判所の検認が不要です。
◎安心 遺言書の改ざんや紛失を防ぎます。

◎親切 遺言書の存在を相続人等にお知らせします。

（法務省HPリンク）

相続登記義務化 法務省 検索

法定相続情報 法務省 検索

遺言書保管 法務省 検索

◎証明書により、不動産の相続登記や被相続人（亡くなった方）
名義の預金の払戻しなど、各種手続で戸籍書類一式の提出が
省略できます。

◎手数料は無料です。

相続登記はお済みですか？

～あなたの相続手続を応援します～

あなたの遺言書、法務局が保管します

遺言書保管制度は、ご自身が作成した遺言書（自筆証
書遺言書）を法務局に預ける制度です。


